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１ 空家等対策における周知啓発の推進について（Ⅰ－１関連）    

 

（１）空家等に関する取組の周知啓発及び情報共有の現状                                  

空家等の対策を進めるにあたっては、空家等の所有者等に対して空家等を放置することに

よる周囲への影響や空家等への対応などの周知啓発を進めるとともに、自治会等の地域団体

に対しても地域の課題になりつつある空家等に関して様々な情報を提供し、地域と協働のも

と、空家等対策に取り組むことが重要と考えています。「平塚市空家等対策計画」では、空

家等の取組施策として「１ 周知啓発の推進」及び「２ 情報共有の充実」を位置付け、こ

れまでの広報ひらつかによる周知、公共施設やよろず相談センターへの配架及び自治会など

への空家等に関するチラシ配布のほか、今年度は今まで空家等に関する情報が行き届かなか

った市外に居住する所有者等へ向け、５月の固定資産税納税通知書の送付に併せて同チラシ

を同封し、さらなる周知啓発に努めました。 

これらの取組を進めることにより、管理不全空家等の是正及び解体、また地域からの情報

提供による空家等の早期発見、初めての空家バンクの登録にもつながっており、一定の効果

は上がっていると考えられますが、未だ数年に渡って改善されない管理不全空家等への個別

対応等の課題もあり、空家等の所有者等に対するさらなる周知啓発の効果的な実施が必要と

考えています。 

 

（２）今後の周知啓発に向けた取組                              

空家等の所有者等に対する周知啓発の手法として、今後、以下の取組を実施したいと考え

ています。 

 （ア）相談会等の実施に向けた福祉部局との連携 

空家は相続により発生することも多く、関係性の高い高齢者向けの相談会とすること

で、より大きな周知啓発効果が期待されると考えます。このことから、空家等に関する

単独の相談会ではなく、いわゆる「終活」等の他のテーマとコラボレーションさせた内

容による開催を検討しています。 

現在、庁内関係部局との連携及び調整を進めており、高齢者に関する事業を担当して 

いる福祉部局において、今年度末までにエンディングノートの策定を行い、次年度以降 

「終活」等をテーマとしたイベントの開催を検討していることから、それに合わせて上 

記のような相談会を実施したいと考えています。 

  

（イ）広報ひらつかでの特集 

同じく福祉部局において、今年度末に広報ひらつかにて終活関連の特集を組む予定で

あることから、さらなる周知啓発のため、当該広報では空家に関する事項も合わせた掲

載の検討を進めてまいります。 

資料２－２ 
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２ 空家等対策における利活用環境の充実について（Ⅳ－１関連） 

 

 空家バンク物件登録掲載について                                 

空家の利活用の促進をとおして地域の活性化や定住促進を図るため、関連団体との連携の

下で利活用が可能で所有者にその意向のある空家等について、それらを借りたい人や買いた

い人につなげる空家バンクの制度を創設し、平成３１年３月から運用を行っています。 

   本年７月に、本制度初となる物件登録（令和２年７月３１日付）があり、市のホームペー 
ジにて、次のとおり掲載いたしましたので報告いたします。 

   また、国土交通省が各自治体の空家等情報の標準化・集約化を図り、全国どこからでも簡 
単にアクセス・検索できるように立ち上げた「全国版空き家・空き地バンク」制度があり、 
本市空家バンク登録物件のさらなる周知促進を図るため、こちらの制度にも情報を登録し掲 
載いたしました。 

 








